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　　これから、季節性インフルエンザが流行する時期です。
　　感染予防には、①人ごみに近づかない ②手洗い ③うがい ④マスクの着用が基本です。
　　また、予防接種が有効です。接種後、免疫ができるまでには２週間ほどかかります。

※ワクチンの供給の日程が不明であるため、開始時期が変更になる可能性があります。

▶高齢者インフルエンザ予防接種

期間 10月15日㈰～12月31日㈰

対象者

① 65歳以上の方（接種券を送付しますので申請はいりません）
② 60歳以上～65歳未満で下記に該当する方（要申請）
・心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害がある方（身体障害者手帳１級程度）
・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

接種場所

町内委託医療機関・県内委託医療機関
予約時に｢高齢者のインフルエンザ定期予防接種が可能か｣の確認をしてください。
※特別な事情（入院・施設入所など）がない限り県外での接種はできません。
県外で接種する場合は、必ず接種前に保健福祉課までご連絡ください。

　申請がない場合自己負担になります。

注意
10月15日㈰～12月31日㈰の期間に65歳になる方はお申し込みが必要です。
65歳の誕生日が来てからお申し込みください。

接種当日
必要な物

接種券・予診票・本人確認ができるもの（保険証など）

▶子どもインフルエンザ予防接種

期間 10月１日㈰～令和6年１月31日㈬

対象者
接種回数

① 生後６カ月以上12歳以下の方：２回（2回目の予診票は病院に設置しています）
② 13～18歳以下の方：１回
③ 町外に住所があるが、町の保育所、学校に在籍している子ども

接種場所
町内委託医療機関
※愛南町に住所がある方で、町外で接種された方は自己負担になります。
償還払いを行いますので、領収書（インフルエンザと記入要）をご持参ください。

接種当日
必要な物

予診票・本人確認ができるもの（保険証など）

▶任意インフルエンザ予防接種

対象者
① 19～64歳以下の方
② 上記の高齢者と子どもインフルエンザ予防接種の期間外に接種した方

補助金額
12歳以下：２回　（１回につき1,000円）
13歳以上：１回　（１,000円）

申請に必要な物
領収書（インフルエンザ予防接種と記載が必要）・通帳（本人または家族）
※申請は接種日から1年以内

インフルエンザを予防しましょう

問 ：保健福祉課　電話：72ｰ1212　　　城辺保健福祉センター　電話：73ｰ7400

無料

無料

1,000円補助
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医療機関や救急車の適切な利用にご協力ください

　　近年、休日や夜間、救急病院に軽症の患者が集中し、医師の負担が増えているほか、安易な救急車の呼び
出しで出動回数が増加し、重症患者の搬送に困るケースが増加しています。
　　このままでは、町民の皆さまに適切な医療を提供できなくなる恐れがあり、そうならないために「愛媛の救急
医療を守る県民運動（愛救県民運動）」を実施しています。医療機関や救急車の適切な利用を皆さま一人一
人に心掛けていただく取り組みですので、ご協力をお願いします。

【問い合わせ先】
医療・当番医に関することは
保健福祉課　72ｰ1212
救急搬送・救急車に関することは
消防署　72ｰ0119

受診にあたっての３つの心掛け

①なるべく医療機関の通常の診療時間内に
受診しましょう。

②救急車で搬送されても、軽症の場合は、通
常の受け付け順となる場合があることに
留意しましょう。

③休日や夜間で比較的症状の軽い方は、在
宅当番医を利用しましょう。

愛南町
ホーム
ページ

普段からの３つの心掛け

①日頃から「かかりつけ医」を持ちましょう。
②健康診断や検診などにより、病気の予防や

早期発見に努めましょう。
③家庭で薬を常備しましょう。

症状は軽いけれど、どうすれば・・・

【休日や夜間にどの病院に行けばよいか分からない場合】
・えひめ医療情報ネット(インターネット)
・南宇和郡医師会休日当番医案内(電話：72-1234)
・えひめ救急電話相談（#7119）をご利用ください。

【子どもの急な病気やけがの場合】
・小児救急医療電話相談(＃8000)をご利用ください｡

【症状に応じた救急医療機関の役割分担】

救命救急センター

地域の中核病院が交代で担当

休日夜間急患センター
在宅当番医

愛南町会計年度任用職員登録制度のご案内
　　町の会計年度任用職員として働くことを希望する方に、あらかじめ希望する職種や勤務
時間を登録していただき、雇用条件に合う方を選考し採用する制度です。登録のお申し込み
は、随時受け付けしています。

【必要書類】
▶愛南町会計年度任用職員等登録申込書

（6カ月以内に撮影した顔写真の貼付が必要です）
▶職種により必要となる資格・免許証等の写し
▶障がい者手帳をお持ちの方はその写し
【登録方法】
　必要書類を役場本庁総務課へご提出ください。

【登録有効期間】
　登録を行った年度の3月31日（年度末）まで有効

　　ただし、年度中に採用されなかった場合、そのまま
継続して登録扱いとなります。
【注意】
※各業務の必要に応じて採用を決定するため、登録

した方すべてが採用されるとは限りません。
※採用決定後は、健康診断書の提出が必要です。

問 ：総務課　電話：72-1211

愛南町
ホーム
ページ
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　　愛南町農業委員会の委員は、令和5年7月19日
で任期満了を迎え、7月20日から3年間の任期で
14名の委員が任命されました。
　　また、農地利用最適化推進委員は21名が委嘱
されました。
※委員及び農地利用最適化推進委員の任期は、

令和5年7月20日から令和8年7月19日まで
の3年間です。

農業委員会委員

役職 氏名 認定
農業者

中立
委員

孝野　覚
か く や

也 ○

西本　繁
し げ お

夫

中川　里
さ と み

美

久能　忠
ただかず

和 ○

会長職務
代理者 山口　深

ふかし

○

長尾　英
ひ で お

生

門田　淳
じゅん

○

会長 河野　仁
ひとし

○

田中　定
さ だ よ し

嘉 ○

埜下　浩
ひろたか

孝

船平　晃
あきら

○

山平　麗
れ い こ

子

山田　聡
さとし

○

濵田　曉
あきら

○

農地利用最適化推進委員

地域名 地区の区域 定数 氏名

内海 全域 1 人 児島　一
かずよし

義

御荘

御荘菊川 2 人
尾﨑　光

みつよし

由

田中　恵
としかず

和

御荘平山、 御荘長洲 1 人 小川　博
ひろゆき

之

御荘平城、 御荘和口 2 人
田中　均

ひとし

山口　剛
つよし

御荘長月 1 人 岡月　康
こ う い ち

一

御荘深泥、 防城成川、
赤水、 高畑、 中浦、
猿鳴

1 人 唐田　龍
り ゅ う じ

治

城辺

僧都、 緑甲、
緑乙、 緑丙 3 人

増﨑　淳
じ ゅ ん こ

子

上田　智
と も ゆ き

之

金繁　克
かつのり

則

城辺甲、 城辺乙 2 人
和喜田　重

しげのり

則

吉見　克
か つ み

巳

脇本、 中玉、 大浜、
柿ノ浦、 敦盛、 岩水、
垣内、 深浦、 蓮乗寺、
鯆越、 古月、 久良

1 人 澤近　瑛
ようへい

平

一本松

正木、 増田、 小山、
一本松 3 人

山本　洋
ひろふみ

文

山本　哲
て つ や

也

嘉喜山　茂
しげる

中川、 広見、 満倉、
上大道 3 人

岡原　智
ち え こ

恵子

島津　惠
け い じ

二

清水　勘
か ん じ

次

西海 全域 1 人 平田　重
し げ よ し

吉

※「中立委員」は、農業委員会等に関する法律
第8条第6項に規定する、農業委員会の所掌
に属する事項に関し利害関係を有しない委員
です。

愛南町農業委員会委員および農地利用最適化推進委員が決まりました

問 ：農業委員会　電話：72ｰ7311

町農業委員会委員辞令交付式が行われました
　　役場本庁で「愛南町農業委員会委員辞令交付式」が清水雅

ま さ ふ み

文町長の
任命により行われました。
　　農業委員会は、農業の担い手への農地利用の集積・集約化など農地
等の利用の最適化の推進を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の
許可、農地転用案件への意見具申などを行う組織です。

問 ：農業委員会　電話：72ｰ7311
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御荘文化センター図書室
  9月の新着図書ピックアップ

『墨のゆらめき』
著／三浦しをん
出版社／新潮社
　　実直なホテルマン力（ちから）
は、招待状作成の打ち合わせの
ため、筆耕士として登録している
薫の書道教室を訪れる。
  力は奔放な薫に振りまわさ
れ、副業の手紙の代筆を手伝う
ことになるが、薫にはある秘密
が・・・。

図書
だより

～消費税課税事業者の方へ～
水道料金および下水道料金に係る適格請求書（インボイス）に関するお知らせ

　　水道課および環境衛生課では、令和５年１０月取　　水道課および環境衛生課では、令和５年１０月取
り引き以降の水道料金・下水道料金に係る適格請り引き以降の水道料金・下水道料金に係る適格請
求書（インボイス）を必要な方にのみ発行します。求書（インボイス）を必要な方にのみ発行します。
　　現在の「水道使用水量のお知らせ」や「納付書」　　現在の「水道使用水量のお知らせ」や「納付書」
等は、インボイス制度に対応していませんので、適格等は、インボイス制度に対応していませんので、適格
請求書が必要な消費税課税事業者は、下記までお請求書が必要な消費税課税事業者は、下記までお
知らせください。知らせください。

【問い合わせ先】【問い合わせ先】
水道料金に関すること　　水道課　　　72水道料金に関すること　　水道課　　　72ｰ08350835
下水道料金に関すること　環境衛生課　72下水道料金に関すること　環境衛生課　72ｰ73167316

①適格請求書発行事業者氏名または名称および登録番号①適格請求書発行事業者氏名または名称および登録番号
②取引年月日②取引年月日
③取引内容③取引内容
④税率ごとに区分して合計した対価の額④税率ごとに区分して合計した対価の額
⑤税率ごとに区分した消費税額等⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

【適格請求書の記載内容】【適格請求書の記載内容】

住宅・土地統計調査を実施します
　　町では、10月１日現在で「令和５年住宅・土地統
計調査」を実施します。この調査は、住生活に関す
る最も基本的で重要な調査で、全国約340万世帯
を対象とした大規模な調査です。
　　調査をお願いする世帯には、９月下旬頃から調
査員が調査書類の配布に伺います。インターネット
回答のほか、紙の調査票を郵送または調査員に提
出する方法によりご回答ください。
【注意】
　　住宅・土地統計調査を装った「かたり調査」にご
注意ください。
▶この調査では、金銭を要求することや銀行口座の

暗証番号、クレジットカード番号をお聞きすること
はありません。

▶不審に思った際は、役場企画
財政課までお知らせください。

問 ：企画財政課　電話：72ｰ7317

『ヒョウのハチ』　
文／門田隆将絵／松成真理子
出版社／小学館
　1941年2月、中国の牛頭山
へヒョウ退治に出かけた日本兵
の成岡正久小隊長が見つけた
のは、生まれて間もない赤ちゃん
ヒョウだった。その仔はハチと名
付けられ、兵隊達の宿舎でかわ
いがられて育つが、戦闘を避け
るため上野動物園に引き取られ
ることになる。動物と人との深い
絆を伝える実話絵本。愛南町

ホーム
ページ



マチヤクバ り
町の施策・情報をお伝えします。

便

p16広報あいなん 2023.9

「５０th anniversary　宇崎竜童 弾き語り
　ＬＩＶＥ ２０２３ ＪＵＳＴ ＧＵＩＴＡＲ ＪＵＳＴ ＶＯＣＡＬ」を開催します

▶日時　11月５日㈰　16:00開演 （15:30開場）
▶場所　御荘文化センターホール（全席指定）
▶料金　前売り3,000円（当日3,500円）

【チケット販売】
▶販売開始日  ９月５日㈫から
▶販売場所および時間

役場本庁生涯学習課・御荘文化センター　平日8:30～17:15
明屋書店南宇和店 10:00～21:00
愛南町観光協会 9:00～17:00

問 ：生涯学習課　電話：73ｰ1112

【注意】
※チケットの購入はお1人様４枚までとさせていただきます。
※前売り券が完売した場合、当日券の販売はありません。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

　ＬＩＶＥ活動や俳優等で幅広く活躍されている「宇崎竜童」のコンサートを開催します。
　お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

～癒しの里　四国の道を歩こう～
「トレッキング・ザ・空海あいなん」の参加者を募集します

　　国の史跡に指定された観自在寺道（松尾峠）や柏坂を歩いてみませんか？
▶募集期間　９月1日㈮～当日まで
▶参加料　1日500円（両日参加は1,000円）、ただし高校生以下は無料です。

※句会ライブの参加料は無料です。
▶申込方法　　町ホームページ申し込みフォームから申し込みいた

だくほか、内海公民館でも申し込みできます。
▶開催日およびコース
11月18日㈯　３コース
松尾越えコース（11km）

【受付】御荘文化センター　7:30～
宿毛・愛南の道コース（22km）
一本松里の道コース（11.5km） 【受付】一本松山村開発センター　12:00～
11月19日㈰　1コースおよび句会ライブ
柏坂へんろ道コース（13km） 【受付】DE・あ・い・21　7:30～
夏井いつき句会ライブ
（写真を見て投句します）

【開始】DE・あ・い・21　14:30～

※句会ライブのみの参加も可能です。

募 集

愛南町
ホーム
ページ

問 ：内海公民館　電話：85ｰ1021 ▲夏井いつきさん

生涯学習課自主事業

ー美しい街並みでおもてなしー
9月は「屋外広告物適正化月間」です

　　美しい街並みを確保するため、県・市町が連携して、交通要所や観光地などの景観美化を行っています。信
号機や道路標識に貼られたステッカー・はり紙などは違反広告物です。
　景観美化のため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。 問 ：建設課　電話：72ｰ7313

【受付】一本松山村開発センター　12:00～

ページ
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　町では、町内8路線であいなんバスを運行しています。
　利用方法は次のとおりです。

▶利用できる方　　どなたでもご利用いただけます。町内在住の方はもちろ
ん、帰省された方や観光目的で来町された方などもご利用ください。

▶乗車の仕方　　乗車する際は、バス停留所でお待ちいただくか、フリー
乗降が可能な場所であれば手を挙げて運転手に合図してください。

▶フリー乗降制
バス停留所以外でも乗り降りができるフリー乗降制で運行していま
す。ただし、民間バス事業者が運行している競合区間内および運行
上安全が確保できない場所では乗降できない場合があります。

問 ：総務課　電話：72ｰ1211

▲あいなんバス

あいなんバスの利用方法について

▶運賃
1人１回100円（片道１回乗車）。乗車時に運転席横の運賃箱にお支払いください。

※利用者と共に乗車する６歳以下の児童（小学校就学前の方に限る）の運賃は無料
▶降車の仕方

車内にある降車ボタンを押して合図するか、運転手にお声掛けください。
あいなんバスの路線図や時刻表などは町ホームページに掲載してあるほか、役場本庁および各支所でも
配布しています。利用方法でご不明な点があれば、総務課にお問い合わせください。

愛南町
ホーム
ページ

「宝くじ助成事業」で油袋地区自治会が盆踊り櫓ステージを新調

　　一般財団法人自治総合センターが「宝くじ普及広報事業」で受け入れた宝くじ収益
金を財源とする「コミュニティ助成事業」の補助を受け、油袋地区自治会の盆踊り櫓ス
テージが新調されました。
　　この事業は、住民が自主的に行うコミュニティ活動を促進し、地域の連帯感に基づく
自治意識を高めることを目的に、活動に直接必要な施設または備品
の整備に助成を行うものです。
　　油袋地区では、盆踊りで長年使用してきた木製の櫓が劣化して破
損し危険な状態となったことに加え、人口減少や高齢化が進む中、
重い木製の櫓を使用して準備を行うことは身体的な負担が大きいこ
とから、櫓を軽量化して新調しました。　
　　地区の皆さんは、「これで準備にかかる労力と時間の削減ができる。
怪我なく安全で安心な伝統行事を継続していきたい」と感謝の気持
ちを述べました。

問 ：総務課　電話：72ｰ1211 ▲新設した櫓と油袋地区自治会の皆さん

９月は自殺予防週間です
　9月10日㈰から16日㈯は自殺予防週間です。

　　自殺した人の原因はうつ病などのこころの病気、
仕事や家庭の問題などさまざまです。
　あなたの身近にいる人が悩んでいる様子なら、ま

ずはやさしく声をかけてください。周囲の気づきと温
かなことばで、大切な命を支えることができます。 問 ：城辺保健福祉センター　電話：73ｰ7400

【こころの健康相談】
　　城辺保健福祉センターで、毎月２回精神科医師に
よる相談を完全予約制で実施しています。また、保健
師による相談も随時行っています。お気軽にお電話く
ださい。
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【相談事例】
◆美容液を初回限定の低価格で購入したつもりが、４回購入することが条件の定期購入契約になっていた。

解約を希望すると、解約手数料を求められた。
◆「いつでも解約可能」な定期購入で化粧品を注文したが、肌に合わなかったため、電話で

解約しようとしたがなかなかつながらない。メールで解約の連絡をしたが、返信がないため
うまく解約手続きができない。

【注意！】
　　特定商取引法では、販売業者は、取り引きにおける基本的な事項を最終確認画面等で
明確に表示することが義務付けられています。しかし、表示自体はされていても、消費者に誤
解を与えるおそれがある表示や、明瞭かつ分かりやすいとは言えない表示も見られます。
　　低価格を強調したり、注文を急がせたりする販売サイトは特に注意が必要です。
【アドバイス】
●インターネットで申し込みをするときは、「最終確認画面」を最後までスクロールし、しっかりと内容を確認しましょう。
●「いつでも解約できる」と表示されていても、実際には容易に解約ができないケースもあります。

注文する前に、販売業者の情報や評判を入念に確認しましょう。
●契約条件が表示されている画面は、スクリーンショットで保存しましょう 。
●困ったときは、一人で悩まず、消費者ホットライン（188）または相談窓口にご相談ください。

【消費生活に関する情報をお知らせします】
～「定期購入」トラブル急増！低価格を強調する販売サイトには警戒を！～

愛南町
ホーム
ページ

問 ：消費生活相談窓口（商工観光課内）
　 　電話：72ｰ1405

町では、消費生活に関する相談窓口を開設しています。

開設日時：月曜日から金曜日の8：30～17：15

（毎週木曜日は、消費生活専門相談員が対応します）

「いつでも解約可能」な定期購入で化粧品を注文したが、肌に合わなかったため、電話で
　　解約しようとしたがなかなかつながらない。メールで解約の連絡をしたが、返信がないため

名称 西海高齢者生活福祉センター
入居募集数 単身世帯用　和室１室

入居費用 ・
使用料

月額3,000円～
（入居者の年間収入額から算定）

敷金 ３カ月分の使用料に相当する額

個人負担
（全額）

食事費用　１日1,100円
電気使用料　実費負担

入居要件

・ 愛南町内に住所を有すること
・ 現に住宅に困窮していることが明らか

であること
・ 生活費に充てることができる収入等が

あり、 入居費用が負担できること
・ 自己で日常生活を営むことができること
・ 共同生活に適応できること

　　65歳以上の１人暮らしの方、または65歳以上の夫婦
世帯の方で生活に不安を感じておられる方に安心して生
活を送っていただくための施設です。

▶申込受付期間
９月11日㈪～25日㈪　8:30～17:15（土日・祝日除く）
詳しくはお問い合わせください。

問 ：西海支所　電話：82-1111

西海高齢者生活福祉センターの入居者を
募集します

募 集

愛南町住民自治評価委員会委員を
募集します

　　町では、愛南町住民自治評価委員会の委員を
公募しています。
　　なお、他の委員会等の委員を３つ以上兼務して
いる方は応募できませんのでご注意ください。

▶職務の内容
①愛南町自治基本条例の見直し
②愛南町住民参画推進条例の見直し
▶報酬等の条件

日額7,000円（交通費支給）
▶公募数　　3人
▶任期

委嘱の日から審議が終了する日まで
▶応募資格

住民自治について識見を有する者
▶募集期間

９月１日㈮～22日㈮

募 集

愛南町
ホーム
ページ

問 ：総務課　電話：72ｰ1211
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国民年金保険料の産前産後期間
免除制度のご案内

　　国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出
産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される
制度があります。
　　出産予定日の６カ月前から届け出可能ですので、
速やかに届け出てください。産前産後期間として認め
られた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎
年金の受給額に反映されます。

問 ：宇和島年金事務所
　 　電話：0895ｰ22ｰ5440
　　 町民課　電話：72ｰ7300

愛南町
ホーム
ページ

年金生活者支援給付金の請求手続
　　令和元年10月から開始されている年金生活者
支援給付金には、
①老齢年金生活者支援給付金
②補足的老齢年金生活者支援給付金
③障害年金生活者支援給付金
④遺族年金生活者支援給付金
の4つの給付金があります。
　　いずれの給付金も、年金を含めても所得が低く、
経済的な援助を必要としている方（前年の所得額
が老齢基礎年金の満額以下の方）などに対して、
年金に上乗せして給付される制度です。
　　今回、対象となる方には、日本年金機構より、給
付金請求書（ハガキ形式）が送付されます。
　　なお、昨年度から受給されている方は、新たに請
求する必要はありません。
　　詳しくは、ねんきんダイヤル（電話：0570-05-
1165）までお問い合わせください。

問 ：宇和島年金事務所　電話：0895ｰ22ｰ5440
　　 町民課　電話：72ｰ7300

事前予約制によるマイナンバーカード日曜日「臨時交付窓口」を開設します
　　平日にお仕事や学業で役場に来ることが難しい方のために、日曜日に「臨時交付窓口」を開設します。「臨時
交付窓口」のご利用には、事前予約が必要です。
　予約なしの交付申請には対応できませんので、希望される方は町民課に必ず事前の申し込みをお願いします。

▶▶実施日時　　9月２4日㈰9：00～正午まで　　▶▶場所　　役場本庁１階町民課
※予約受付期限は、9月22日㈮17：00までです。
※予約受付期限までに申し込みがない場合は、窓口を開設しません。
※予約日時に来庁が無い場合は、自動的にキャンセルとなります。

問 ：町民課　電話：72ｰ7300

正木公民館の移転をお知らせします
（10月から業務開始予定）

　　正木公民館は、平成16年に設置され徳田集会
所との併設で運用されていましたが、正木保育所
の閉園に伴い、地区住民からの利活用の要望等を
受け、旧正木保育所を公民館として活用することと
しました。
　　この度、改修を終え10月より業務を開始します。
今後、公民館を中心として地区住民の方が気軽に
集うことができるよう努めていきたいと思います。

問 ：正木公民館
　 　電話：84ｰ3518（火曜日のみ）
　　 一本松公民館
　　 電話：84ｰ1252（火曜日以外）

▲移転予定先の旧正木保育所

小型特殊自動車の登録をお願いします
　　農耕作業車やフォークリフト等の小型特殊自動車
は、公道走行の有無にかかわらず、所有していれば
課税の対象となります。
　　新たに所有された方、または既に所有されている
もののナンバープレートの交付を受けていない車両
に関しては、速やかに交付を受けてください。

　また、該当車両等はホーム
ページに記載してありますので、
ご確認ください。

問 ：税務課　電話：72ｰ7301

愛南町
ホーム
ページ


